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今日お伝えしたいこと

１. 再犯防止の取り組み状況

２. 神戸の中小･中堅企業で働く若者を支援します

～こうべ「住む×働く」若者応援補助金～



3

再犯防止の取り組み状況
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再犯防止の取り組み

〇再犯防止コーディネーターの配置 (2023.6～)

・福祉的支援を要する方への個別支援、支援者向け研修の実施 等

〇保護司会への活動補助 (2023年度 | 480 万円 ➡ 2024年度 | 約 1,200 万円)

・面談場所の確保、安全対策にかかる経費

・ICT機器などの事務負担軽減

・更生保護サポートセンター(各区)の運営費補助 等

NEW

NEW

大幅に増額

〇啓発活動への支援

市独自



神戸の中小･中堅企業で働く若者を支援します
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～こうべ「住む×働く」若者応援補助金～

本日よりホームページで公開
お問い合わせ先（補助金運営事務局） 050-5527-8658



市内企業の人材確保に向け、若年世代の支援を拡大
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若年世代を取り巻く環境

〇企業で勤務する社員の給与

100人未満 100～999人 1,000人以上

20～24歳 21.5万円 22.1万円 23.4万円

25～29歳 24.6万円 25.3万円 27.1万円

(令和５年賃金構造基本統計調査)

〇就活生が福利厚生で重視する分野

・住宅関連 (家賃補助・社宅など）

(キャリタス就活 学生モニター2025調査)

72.9％

企業の規模が小さいほど給与水準が低い傾向

・働き方関連 (時短勤務制度など) 48.7％

・通勤関連 (通勤手当・ガソリン代補助など) 39.4％

労働者数
年齢



補助額

受 付

概 要
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こうべ「住む×働く」若者応援補助金

企業が支給する住宅手当の1/2の額を上乗せ

市内の中小･中堅企業に勤務する

期 間｜6月28日(金)～12月20日(金)

申請者｜市内中小・中堅企業

・補助上限：１人あたり１万円/月 (一部地域は加算あり) 

＜補助イメージ＞

若手社員

神 戸 市

住宅手当が 1.8 万円/月の場合

1.8万円/月

申請補助金

0.9万円/月

手当が
2.7万に！

・支援対象：就職３年以内かつ30歳未満の市内在住の従業員

若手従業員の住宅手当を支援

企業

政令市初
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対象エリア(区) 補助率 上限

東灘、灘、中央、兵庫区
(８校区*を除く)

１/２ 10,000円/月

対象エリア(区) 補助率 上限

北、長田、須磨、垂水、西区
＋

８校区*
２/３ 14,000円/月

(本日より) 補助金運営事務局コールセンター ☎：050-5527-8658

企業・事業主の皆さまの
お問い合わせはコチラへ

バランスよく「住む×働く」に取り組みます

＜高齢化率の高い８校区＞

高齢化率の高いエリアへの居住にインセンティブ

企業の住宅手当が 1.8 万円/月の場合、３ 万円/月に！


